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第１５回裁判について  

朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会 
      －朝鮮学校無償化裁判を支援する会―  

■ 第１５回裁判(口頭弁論） 

 

 12月7日(木)11時から、第16回裁判が

福岡地裁小倉支部203号法廷で行われま

した。 

  

 傍聴希望者は120名を超えていましたが、

残念ながら今回も43名しか入らない法廷で

の裁判となりました。 

  

 今回の裁判には、原告側から文科省前

事務次官の前川喜平さんの陳述書を含む

甲号証の証拠と前川氏の証人尋問を申

請する証拠申出書が提出され、被告(国)

からは第11準備書面、乙号証の証拠、文

書提出命令申立書に対する意見書が提

出されました。 

 

 裁判では清田美喜弁護士が証拠申出

書に関して意見陳述を行いました。 

  

 清田弁護士は、原告

らは、無償化法の制

定、審査過程から、文

部科学省の官僚として

この問題に深く関与して

きた、前川喜平氏を証

人として申請したとした

上で、前川氏の証人尋問を行う意義を説

明しました。 『これまで原告らは、無償化

法や就学支援金に関して公開されている

資料を分析し、九州朝鮮高校を無償化の

対象から排除したことが差別であり、原告ら

の憲法上の権利を侵害すると同時に、無

償化法の趣旨に反することを主張してきた。

この事件について正しく事実を把握し、法

令を解釈適用するには、無償化法の制定

背景や制定に至る過程、検討会議や審査

会の状況、そして不指定となるまでの一連

の経緯を詳細に把握する必要がある。それ

も、立案や制度設計を担ってきた文部科学

省において、どのような議論や経緯があった

かを正確に把握する必要があり、意思決定

のプロセスなどは、その組織の中に身を置い

たことのない人間でなければ説明できない。

東京での訴訟において、文部科学省の役

人が証人に採用されたのも、この趣旨であ

ると理解している。そこで、九州の訴訟にお

いては、事務方のトップである事務次官を

経験し、文部科学省の組織や意思決定の

あり方について熟知している前川氏から、不

指定に至る過程について話を聞きたいと考

えている。』 

 

 また、前川氏から、立法者意思についても

話を聞きたいと述べながら 『前川氏は、２０

０９年当時、文科省初等中等局担当審

議官という役職についていた。 局の担当審

議官とは、その局が取り扱っている業務全

般を俯瞰する立場にある。無償化法の制

定に向けて文部科学省が動き始めた当

時、無償化法の直接の担当である初等中

等教育局の担当審議官であったということ

は、無償化法に関する初等中等教育局の

動きや議論を直接に把握する立場にあった

ということを意味する。法令の解釈適用にお

いては、立法者意思、すなわちその法令の

立案にかかわった省庁の担当者が、どのよう

な趣旨で法令の文言を決め、どのような運

用を予定しているのかということが、非常に

重要視される。無償化法、同法施行規則

の立案段階で、局担当審議官をしていたと

いうことは、まさにこの立法者意思を把握し

ている立場にあった。』 

 

 また、その後の前川氏の経歴などを説明
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               ミレとは未来という意味 

し、直接、京都、大阪、神戸の朝鮮学

校の視察に赴いていた事実、これらの視

察も経て、ハ号規程が制定される過

程、無償化法とその下位規範の制定過

程における立法者意思について、最もよ

く知る人物であると説明した上で 『本件

において裁判所が文部科学省内の組織

や意思決定の在り方、そして無償化法と

その下位規範における立法者意思の在

り方について、事実認定と法令の解釈

適用を行うにあたり、前川氏の尋問は必

要不可欠』と訴えました。 

 

 清田弁護士は、陳述の最後に、検証

についても付言しました。 清田弁護士

は前川氏の陳述書を引用しながら、実

際に学校を視察した際に印象に残った

出来事、学校を訪問したことをきっかけに

疑問を解消したこと、日本での生活実

態に合わせた教育を行い、｢高等学校の

課程に類する課程｣を置いているという心

証を抱いたことなどを説明した上で、『本

件の実質的な争点は、原告らの通って

いた九州朝鮮高校が、｢高等学校の課

程に類する課程｣を置くものであって、無

償化法及び同法規則に該当するかとい

う点にある。この点を適切に判断するに

あたっては、実際の学校に赴くことが必要

不可欠』と、検証（学校訪問）を採用な

いしこれに代わる現地進行協議の実施

を強く求めました。 

 

 裁判では進行と関連して、裁判官より

両弁護団に確認があり、次回裁判まで

に2回の進行協議を行うこととなりました。

（2月8日15時、2月26日11時） 

  

 次回裁判は2018年3月8日(木)14時

から行われる予定です。 

  

■ 報告集会 

  

 裁判後に行われた

報告集会では、金

敏寛弁護士がこの

日の裁判に提出され

た原告と被告の提

出書面について報告

を行いました。 

  

 金弁護士は、被告

が提出した準備書面は、大阪無償化裁

判の控訴理由書を流用したもので、内

容はほとんどないと切り捨て、乙号証の

証拠も約800頁にも及ぶが、そのほとんど

が屁理屈の為の証拠だと断じた上で、

今回、原告側は、文科省前事務次官

の前川喜平氏の陳述書を裁判に提出

したこと、前川氏の証人申請を行ったこと

などを報告しました。 

 

 また、次回裁判までの進行協議の状

況によっては、次々回裁判から証人尋

問が行われる可能性があることや全国の

裁判状況についての説明がありました。 

 

 報告集会では、清田美喜弁護士より

意見陳述を行った内容に関して詳しい

説明がありました。 

 

 また、福岡県

朝鮮学校を支

援する会代表

の中村元氣さ

んより、前川氏

の証人尋問を

是非実現して

ほしいが、出来なかった場合でも講演会

等を行い、世論喚起の場を設けたいとの

申出があり、弁護団として前川氏と協議

することとなりました。 

 

 また、在日本朝鮮留学生同盟（日本

の大学に在籍する在日コリアンたちの会：

略称留学同）九州本部代表より、留学

同として｢朝鮮学校差別反対！全国大

学生行動｣を行っていること、文科省前

での抗議行動を

予定している事、

メッセージカードを

募集している事な

どを報告し、協力

を求めました。 

 

 報告集会最後

に、朝鮮学校無償化実現福岡連絡協

議会より、2018年2月10日に北九州小

倉の北九州国際会議場で、県内の朝

鮮学校を支援する三団体と共催で大阪

無償化裁判弁護団団長の丹羽雅雄弁

護士をお招きして学習会を行った上で、

全国統一行動の一環として県民集会、

街頭活動を行うとの説明があり、集会参

加者への参席を呼び掛けました。 

■ 交流会 

  

 今回、新しい試みとして九州朝鮮中高

級学校の生徒と弁護団、連絡協議会に

よる交流会が北九州市八幡西区にある

九州朝鮮中高級学校で行われました。 

普段、接する機会の少ない朝鮮学校生

徒と直接ふれあう事で、お互いを理解す

る場を設けようと交流会が企画されまし

た。 

 緊張した面持ちで始まった交流会です

が、時間と共に打ち解け、終始笑顔が絶

えない交流会となりました。 

 

 朝鮮学校生徒からは、弁護士になろう

と思ったきっかけは何か、今の日本で朝鮮

学校を支援しようと思ったのは何故かな

ど、素朴な質問が発せられ、弁護団、連

絡協議会からは将来の夢、無償化制度

から除外されて感じている事など高校生

の率直な気持ちを知ろうとする質問があり

ました。 

 

 約2時間の交流会を終えて生徒たちに

感想を聞いてみると、『弁護士てもっとカタ

イ人がなると思っていた』、『朝鮮学校を

何十年も支援している日本人がいる事を

初めて知った』など新しい発見があり、有

意義な時間を過ごせたようでした。 

 

■ 懇親会 

  

 九州無償化裁判弁護団、朝鮮学校

無償化実現福岡連絡協議会、九州朝

鮮中高級学校教員、釜山の朝鮮学校

支援団体代表、北九州在住の在日同

胞らによる懇親会が、同日、学校校舎で

行われました。 
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2018年2月 

■ 広島(控訴審) 

期日未定 

■ 大阪(控訴審) 

2018年2月14日(水) 第2回弁論 

※場合によっては結審 

■ 東京(控訴審) 

2018年3月20日(火) 弁論 

■ 愛知（第一審） 

2018年4月27日(金) 判決 

大阪に続いて勝訴を！ 

他地方の裁判状況 

 2017年11月23日、千葉市の千葉朝

鮮初中級学校で「多文化共生社会

の実現に向けて―認め合う社会」を

テーマに、『第19回日朝教育シンポ

ジウム』が開かれ、朝からの雨にも

関わらず、全国から約300人が集ま

り盛会裏に開催されました。福岡か

ら、日 本 朝鮮 学 術教

育交流協会・中 村元

氣会長と福岡地区朝

鮮学校を支援する会・

由良隆生運営委員が

参加しました。 

 主催は、日本教職員

組合、在日本朝鮮人

教職員同盟、日本朝

鮮学術教育交流協会

の三団体です。 

 

 1999年に始まったシンポジウムです

が、近年は各地の朝鮮学校を会場に開

催し、年々参加者も増え、益々交流の

輪が広がっています。 

 

 9時から授業参観があり、2時限目は

県内公立学校教員による授業も行われ

好評でした。その後、全体会が始ま

り、最初に千葉朝鮮学校全校生によ

る歓迎の歌がありました。そして、主

催者を代表して中村元氣会長が「現

在の朝鮮学校・子どもたちに対する攻

撃、差別はますますひどくなっていま

す。しかし、それにも負けずに朝鮮学

校の子どもたちが裁判闘争や日常の

授業やクラブ活動などに励んでいま

す。今日のシンポジウムで各地のとり

くみを交流し合い、連帯の輪を広げて

行きましょう」と挨拶しました。さらに、

「多文化共生社会の実現に向けて」と

題して、佐野通夫・こども教育宝仙大

学教授による特別講演がありました。 

 

 午 後 は、「教 育 実 践」「訪 朝 報 告」

「各地の『支える会』のとりくみ」など7

つの分科会が開かれ、活発な論議が

行われました。第5分科会「各地の『支

える会』のとりくみ」では、由良隆生運

営委員がレポートを基に福岡地区の

とりくみを発表しました。終了後、全体

会を行い、分科会集約と集会決議な

どが採択されてシンポジウムを閉会し

ました。 

 

 なお、2017年は朝教同結成70周年

に当たり、これを記念しての祝賀会が

前日の11月22日に東京・上野で開催

され、多くの来賓や全国からの参加

者など約120人が参加して盛大に行

われました。 

 寒さのため、屋外での焼肉を変更し、

室内でのホルモン鍋会となりましたが、

久しぶりのみんなでの懇親会に参加者

のテンションはあがりっぱなし。酔いのせ

いか、職業病なのか参加者のリレートー

クでは、司会が3分以内でとお願いした

にもかかわらず、全員が5分以上発言

し、中には30分発言させろと司会に詰

め寄る剛の者もいましたが、本音トーク

を交え、有意義

で楽しい懇親会

となりました。 

 

 懇親会後 に

は、恒例（？）2次会が行われ、熱い論議が

夜中まで続きました。 

 参加者一同、異口同音に次回は焼肉！

との事でした。 

 第1９回日本・朝鮮教育シンポジウムin千葉  

      日本朝鮮学術教育交流協会会長 中村 元氣 

 無償化裁判を財政的に支援する為の

グッズ販売第2弾は九州中高美術部の生

徒たちがデザインした付箋。多くの方々

のご協力をお願い申し上げます。 

 

■ 内容：1冊50枚綴り 

■ 価格：200円 

■ 注文：FAX、メール、電話で受付 

■ 発送方法 

⇒ 注文冊数に応じてご相談させてい

ただきます。 

 

 ■ 注文方法 

⇒ 電話：学校を通じてお買い求め下

さい。TEL ０９３－６９１－４４３１ 

⇒ メール：info@msk-f.net 

⇒ FAX：０９３－６９１－４４４１ 

⇒ メール、FAXにてご注文の場合、

件名に『裁判支援グッズ希望』と

記入され、注文者名、発送先、必

要冊数をを明記の上、ご注文下さ

い。 

 

■ 振込先 

   福岡銀行折尾支店 （普）２９８８６０９ 
   朝鮮学校無償化実現 
   福岡連絡協議会 事務局 
   ユン キョンリョン 

 

 



すべての子どもには学びへの権利があります！ 

★朝鮮学校の行事の一コマ    九州中高・文化祭、北九州初級,福岡初級・納涼祭 


